
  

■インボイス制度について 
来年（2023 年）10 月からインボイス制度が始まる予定です。登録は来年の 3 月

までに登録すればよいことになっていますので、急ぐ必要はありません。民商では、

10 月以降に、インボイス制度学習会を計画していますので、決まり次第お知らせし

ます。中小業者いじめのインボイス制度は廃止させましょう。 
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■肝付町事業復活上乗せ支援金 

・国の「事業復活支援金」の交付の決定を受けている人が対象 

・中小法人で 20 万円、個人事業者で 10 万円 

・申請期限：11 月 30 日まで 

・申請窓口：役場の総務課（高山）、産業創出課（内之浦）、岸良出張所

詳細は事務局までご連絡ください。 

■新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者は、共済金の対象

になります。 

共済金の請求もれはありませんか？ 

・自宅または宿泊施設等での療養・健康観察は、入院見舞金・安静加療見

舞金の対象となります。 

・感染された方との「濃厚接触」などにより、保健所等から自宅待機など

を指示された場合、安静加療見舞金の対象となります。 

【請求に必要な書類について】 

・入院された方は「診断書」「入院証明書」「退院証明書」などの提出を

お願いします。 

・保健所等から自宅や宿泊施設での療養を勧告され、その期間が分かる

書類がある場合には、それらの書類の提出をお願いします。 

・保健所等から自宅待機を口頭で伝えられた場合は、そのことを役員が

確認し、所定の確認書に必要事項を記入して提出してください。 

詳細は事務局までお問い合わせください。 

■事務局夏期休暇のお知らせ 

事務局の夏期休暇は、8/11（木・祝日）～8/16（火）になります。 


